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○職員の定年等に関する規則 
（昭和６０年３月制定） 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、職員の定年等に関する条例（昭和５９年９月２９日条例第４号。以下「条例」と 

いう。）第４条第５項及び第５条第４項の規定に基づき、退職の特例（条例第４条第１項の規定により

引続いて勤務させることをいう。以下「勤務延長」と読み替える。）及び再任用（条例第５条第１項の

規定により職員を採用することをいう。以下同じ。）に関する手続に関し必要な事項を定めるものとす

る。 

（勤務延長） 

第２条 条例第４条第３項及び第４項に規定する職員の同意は、それぞれ、書面により得なければなら 

ない。 

第３条 任命権者は、勤務延長をされている職員（以下「勤務延長職員」という。）を異動させる場合 

には、あらかじめ、勤務延長職員の異動承認申請書（別記第１号様式）を提出して、代表理事の承認

を得なげればならない。この場合において、当該申請書には当該職員の履歴書を添付しなければなら

ない。 

（再任用） 

第４条 再任用は、再任用を行おうとする者の従前の勤務実績に基づく選考により行うものとする。 

第５条 任命権者は、定年退職（条例第２条の規定により退職することをいう。以下同じ。）又は勤務 

延長の後に退職した日の翌日以後の期間が１年を超えている者を再任用する場合には、あらかじめ、

再任用承認申請書（別記第２号様式）を提出して代表理事の承認を得なければならない。この場合に

おいて、当該申請書には当該再任用を行おうとする者の履歴書を添付しなければならない。 

（書面の交付） 

第６条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を記載した書面を職員に交付しな 

ければならない。 

 （１）職員が定年退職する場合 

 （２）勤務延長を行う場合 

 （３）条例第４条第２項の規定により勤務延長の期限を延長する場合 

 （４）条例第４条第４項の規定により勤務延長の期限を繰り上げる場合 

 （５）勤務延長の期限の到来により職員が退職する場合 

 （６）再任用を行う場合 

 （７）条例第５条第２項の規定により再任用の任期を更新する場合 

 （８）再任用の任期の満了により職員が退職する場合 

（報告） 

第７条 任命権者は、毎年６月末日までに、勤務延長の状況報告書（別記第３号様式）又は再任用等の 

状況報告書（別記第４号様式）を提出して、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況並びに

前年の５月１日以後の１年間における再任用及び再任用の任期の更新の状況を代表理事に報告しなけ

ればならない。 

（補則） 

第８条 この規則の実施に関し必要な事項は、代表理事が定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、昭和６０年３月３１日から施行する。 

（経過措置） 
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２ 次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、当分の間それぞれ同表の右欄に掲げる字 

句とする。 

第１条 

 

 

 

 

条例第４条第１項 

 

条例第５条第１項 

 

 

条例第４条第１項（条例附則第２項において

準用する場合を含む。） 

条例第５条第１項（条例附則第３項において

準用する場合を含む。） 

第２条 

 

 

条例第４条第３項及び第

４項 

 

条例第４条第３項及び第４項（条例附則第２

項において準用する場合を含む。） 

第５条 

 

 

定年退職（条例第２条の規

定により退職することを

いう。以下同じ。） 

定年退職（条例第２条の規定により退職（地

方公務員法の一部を改正する法律（昭和 56

年法律第 92号）附則第３条の規定により退職

することとなる職員にあつてぱ、当該退職）

することをいう。以下同じ。） 

 

第６条第４号 

 

条例第４条第４項 

 

 

条例第４条第４項（条例附則第２項において

準用する場合を含む。） 

 

第６条第７号 

 

条例第５条第２項 

 

 

条例第５条第２項（条例附則第３項において

準用する場合を含む。） 
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第１号様式（第３条関係） 

勤務延長職員の異動承認申請書 

第     号 

年  月  日 

 

 相楽郡広域事務組合 

 代表理事      殿           

 

任命権者            印  

 

 職員の定年等に関する規則第３条の規定により、勤務延長職員の異動の承認について下記のとおり申

請します。 

 

 

記 
 

ふりがな 

氏  名 

 

 
男・女 

年  月  日生

（満  歳）

職  名 
 

 

組織上 

の地位 
 所属 

 

給  料 給料表     等級    号給（          円） 

定年年齢        歳 定年退職日   年  月  日 

勤務延長の

事   由 
 

勤務延長の

期   限 
年  月  日 

異動予定者 

職務内容  

職  名  
組織上 

の地位 
 所属  

給  料 給料表     等級    号給（          円） 

定年年齢        歳 定年退職日   年  月  日 

異動後の職 

職務内容  

申請理由 異動予定日 年  月  日 

参考事項 
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第２号様式（第５条関係） 

再任用承認申請書 

第     号 

年  月  日 

 

 相楽郡広域事務組合 

 代表理事     殿 

 

任命権者            印  

 

  職員の定年等に関する規則第５条の規定により、再任用の承認について下記のとおり申請します。 

 

 

記 
 

職   名 
 

 

組織上 

の地位 
 所属 

 

発令年月日 年 月 日 給料 給料表  等級  号給（   円）

再 任 用 

予 定 職 

職 務 内 容  

ふりがな 

氏  名 
 男・女 

年  月  日生 

（満  歳）

最終学校名 年  月  日卒業   年中退  年修了 

資格免許  

定年年齢 歳 

定年退職日 

（勤務延長職員に

あっては退職日） 

  年  月  日 

職名  
組織上

の地位
 所属  退職時の 

状  況 
給料 給料表    等級    号給（         円）

再 任 用 

候 補 者 

勤務成績  

任  期 年  月  日 ～  年  月  日 

申請理由 
 

参考事項 
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第３号様式（第７条関係） 

勤務延長の状況報告書 

第     号 

年  月  日 

 

 相楽郡広域事務組合 

 代表理事     殿 

 

任命権者            印  

 

  職員の定年等に関する規則第７条の規定により、勤務延長の状況について下記のとおり報告します。 

 

 
記 

 

ふりがな 

氏  名 

 

 
男・女 

年  月  日生 

（満  歳）

職  名 
 

 

組織上 

の地位 
 所属 

 

給  料 給料表     等級    号給（          円） 

定年年齢 歳 

定年退職日 

（勤務延長職員に

あっては退職日）

  年  月  日 

勤務延長 

の 事 由 

 

勤務延長 

の 期 限 
年   月   日 

勤 務 

延長前 

 

勤務延長 

職  員 

勤務

内容 勤 務 

延長後 

 

参考事項 
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第４号様式（第７条関係） 

再任用等の状況報告書 

第     号 

年  月  日 

 

 相楽郡広域事務組合 

 代表理事     殿 

 

任命権者            印  

 

 職員の定年等に関する規則第７条の規定により、再任用（専任用の任期の更新）の状況について下記

のとおり報告します。 

 

 
記 

 

ふりがな 

氏  名 

 

 
男・女 

年  月  日生 

（満  歳）

定年年齢 歳 

定年退職日 

（勤務延長職員にあ

っては退職日） 

年  月  日 

職名  
組織上 

の地位 
 所属  

退 職 時 

(任期更 

新前の状 

況） 
給料 給料表  等級    号給（          円） 

職名 
 組織上 

の地位 

 
所属 

 再任用時 

（任期更 

新後の状 

況） 
給料 給料表  等級    号給（          円） 

再任用（任期更

新）の事由 

 

再任用（再 

任用の任期 

の更新）に 

係る職員 

再任用（更新後）

の任期 
年  月  日 ～  年  月  日 

参考事項 
 

 

 

 
 


